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白山市市民活動・ボランティアセンター 

（スマイルはくさん）利用ガイド 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 3月 29 日発行 

白山市市民活動・ボランティアセンター（スマイルはくさん） 

白山市倉光八丁目 16 番地 1（福祉ふれあいセンター内） 

電話：076-276-3729 / FAX：076-276-4535 

Mail：volasen@hakusanshi-syakyo.jp 

開館時間：午前 9時～午後 9 時 / 休館日：年末年始 

白山市の市民活動・ボランティアの拠点 

「愛称：スマイルはくさん」 

白山市社会福祉協議会 

ホームページ QR コード 

mailto:volasen@hakusanshi-syakyo.jp
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１．センターのご案内 

（１）市民活動・ボランティアセンターって？ 

市民協働による活力あるまちづくりを推進することを目的に、白山市から 

委託を受け、白山市社会福祉協議会が運営しています。 

市民のみなさまが気軽に市民活動・ボランティア活動に参加するきっかけ 

づくりや活動のネットワークを作る場として誰でも利用することができます。 

 

センターでは、市民活動・ボランティアに関する次の取り組みを行っています。 

・相談、コーディネート 

市民活動・ボランティアに関する相談やコーディネート 

・情報提供 

  ボランティア活動保険や助成金等の情報提供・活動のための資機材の貸出 

・交流支援 

  スマイルCaféなど交流会の開催やネットワークづくりの推進 

・研修、学習 

  団体の育成・運営を支援するための研修会や講座等を開催 

・情報発信、啓発 

  ホームページ、スマイルはくさんＮｅｗｓの発行、ＳＮＳ等で周知・啓発 

 

（２）ボランティアって？市民活動って？ 

ボランティア活動の明確な定義はありませんが、「自発的な意志に基づき他人

や社会に貢献する活動」とされています。 

市民活動は、ボランティア活動に加え、非営利のＮＰＯ活動などを含む活動で、

社会的で公益的な活動とされます。 

ボランティア・市民活動は、地域や社会をより良くしていくことに役立つとと

もに、自分自身も豊かにしてくれる力を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の関心のあるテーマ、 

自分でできることから始める 

とても身近な活動です！ 
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相談・利用 

無料です！ 

（予約不要） （３）センターレイアウト 

 

 

センターに来所した方は、受付窓口でお名前と所属のご記入をお願いします。 
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貸出も 

可能だよ！ 

 

 

 

① 交流コーナー 

ちょっとしたミーティングや活動、情報収集などにご利用ください。 

 

② 作業コーナー 

市民活動やボランティア活動を応援するための作業ができます。 

 詳しくは、次ページ（４）利用できる機材をご覧ください。 

 

③ 図書ＤＶＤコーナー 

市民活動やボランティア、福祉に関する本や漫画、DVD などが閲覧できます。 

※どのような図書や DVD があるかは、スマイルはくさんへお問い合わせ下 

さい。 

 

④ 掲示コーナー 

市民活動やボランティア活動に関するチラシを掲示し、市民の方に PR でき

ます。登録団体は、社会福祉協議会ＨＰにも掲載することも可能です。 

 

⑤ 相談 

職員が常駐しています。（平日９時～16 時３０分） 

お気軽にお声掛けください。 
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（４）利用できる機材 

●コピー機（有料） 

白黒…Ａ４・Ａ３とも１０円/枚 

 

 

 

●輪転機（無料） 

用紙をお持ち込みください。 

（白黒印刷のみ可） 

※一原稿 50枚以上印刷の場合、利用可。 

 

●紙折り機（無料） 

３つ折りや２つ折りなど、様々な 

折り加工が可能です。 

 

●丁合機（無料） 

印刷してある用紙のページ合わせが

できます。 

 

●裁断機（無料） 

紙をまとめてまっすぐに切ること

ができます。 

 

●センター内は、wifiスポットとなって

おり、無料でインターネットに接続で

きます。 
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２．登録のご案内 

センターには、白山市内で活動する市民活動・ボランティアをさらに応援して

いくための登録制度があります。 

 

（１）どんな団体や個人が登録できるの？ 

① 白山市内を主な活動地域とし、自発的にボランティア活動や市民活動に

取り組む団体または個人であること。 

② 公益性や社会性のあるボランティア活動や市民活動の取り組みを目的と

し、政治活動や宗教活動、営利活動を目的としないこと。 

③ 団体の登録については、３名以上で構成され、その団体における代表者

が明確になっており組織運営が適正且つ継続的に行われており、団体活

動内容を公表できること。 

④ 会員向けの互助活動のみを行う団体ではないこと。 

 

いずれかに該当するときは、登録を承認しない場合があります。 

① 公益を害し、または秩序を乱す恐れがあると認められたとき。 

② センターの運営に支障があると認められたとき。 

③ 第２条の要件に適合しないとき。 

④ 活動の内容が不適当と認められたとき。 

 

（２）登録のメリット 

・毎年５月頃に発行している市民活動・ボランティアセンター登録団体一覧 

 や白山市社会福祉協議会ＨＰの登録ボランティアページで紹介します。 

・センターにチラシを掲示したり設置したりすることができます。 

・専門員相談が利用できます。（予約制） 

・市民活動・ボランティアに関する交流会や学習会、助成金等の情報提供を 

受けることができます。 

・その他、各種ご案内できる場合もあります。お気軽にご相談ください。 

（例：白山市福祉健康まつり出展、福祉ふれあいセンター貸館利用、 

福祉バス利用など） 
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毎年度 

更新手続きが必要です！ 

（３）登録方法 

① 団体登録の手続き 

下記ア～エの様式をスマイルはくさんまで提出ください。 

ア 市民活動・ボランティアセンター活動情報登録カード（団体用） 

イ ボランティア活動 実施状況及び予定表 

ウ 会員名簿 

エ 会の活動内容がわかる書類（あれば） 

（総会資料や会則、パンフレット、会報等） 

② 個人登録の手続き 

下記様式をスマイルはくさんまで提出ください。 

ア 市民活動・ボランティアセンター活動情報登録カード（個人用） 

 ※様式は、右記 QR コードをダウンロードいただくかスマイルはくさんへ 

お越しください。 

 

（４）登録期間は？ 

毎年度４月１日を登録基準日（以下「基準日）とし、基準日から翌年３月３

１日までを登録期間とします。ただし、基準日後に登録者となった場合には、

申請日を登録開始日とし、翌年３月３１日までを登録期間とします。 

 

（５）専門員相談 

センターには、市民活動・ボランティアの専門員がいます。 

「新しい会員を増やしたいけどどうしたら良い？」「活動の幅を広げたい」

など、活動している中で出てくる課題や困りごとに対して、どうやって解決し

たら良いかなど専門的な視点で一緒に考えます。（予約優先、相談無料） 

 

 

 

 

 

※事情により相談日が変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

相談日 毎週火曜日 

予約可能枠 ① １０時～、② １１時～ 

場所 スマイルはくさん 

予約方法 スマイルはくさんまでご連絡ください。 
大谷まどか氏 

QR コード 
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３．貸出備品 

センターでは、市民活動やボランティア、福祉共育で使用する備品の貸出を行

っています。使用の際は、借用書の提出をお願いいたします。 

※事前予約制（電話予約可） 

（１）貸出備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・車椅子（４台） 

             

 

・スロープ（２種） 

           

 

・プロジェクター（２台） 

 
・スクリーン（１つ） 

 

ポータブルマイク（１台） 

 

・コーヒーメーカー（３台） 

 

自走・介助用 

：３台 

介助用：１台 

※タイヤが小さい 

タイプです。 
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（２）センター内のみ使用可能な備品 

職員在籍時（平日８：３０～１７：１５）のみ使用可能です。 

職員にお声掛けください。 

 

 

 

 

・点字機（５０セット） 

 

・白杖（２本） 

 

・ボッチャ（３セット） 

 

★ノートパソコン（１台） ★ラミネーター（１台） 

A４、A3 の用紙をラミネートするこ

とができます。 

 

※フィルムは各自お持ちください。 



10 

 

登録者には 

毎年２月下旬頃 

ご案内します！ 

４．ボランティア活動保険のご案内 

市民活動やボランティアのみなさまが安心して活動が出来るよう、ボランテ

ィア活動保険（全国社会福祉協議会）のご加入をお勧めしています。 

ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。 

  

（１）各プラン 

加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン 

保険料 ３５０ ５００ 

県助成金 ２００ ２００ 

市社協助成金 １００ １００ 

市（行政）助成金 ５０ ７０ 

自己負担額   ０ １３０ 

（白山市内在住、通勤・通学の方の場合） 

 

※補償の内容などは下記ＱＲコードのボランティア活動保険パンフレットを 

ご確認いただくかスマイルはくさんまでお問い合わせください。 

 

 

【お知らせ】 

・白山市在住の方は、県や市・市社会福祉協議会より保険料の助成があります。 

（白山市以外の方については助成を受けられない場合があります） 

※行政からの助成等（委託・補助）がある団体については、県助成金等は 

対象外となります。 

 

（２）補償期間 

・毎年４月１日午前０時から翌年３月３１日まで 

 

※年度途中に加入された場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前０時から 

当該年度の３月３１日午後１２時までとなります。 

QR コード 


